
「
 
ば
じ
め
に
 
 

十
二
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
 
『
梁
塵
秘
抄
』
 
巻
二
稚
法
文
歌
に
は
、
 
 

三
会
の
あ
か
月
待
つ
人
は
、
処
を
占
め
て
ぞ
坐
し
ま
す
、
 
 

t
l
 

鵜
足
山
に
は
摩
詞
迦
葉
や
、
高
野
の
山
に
は
大
師
と
か
、
 
 

と
あ
る
。
現
在
の
イ
ン
ド
近
く
に
位
置
す
る
鶏
足
山
に
は
摩
詞
迦
辛
が
弥
 
 

勒
の
下
生
を
待
っ
て
人
定
し
て
お
り
、
同
様
に
日
本
で
は
、
弘
法
大
師
空
 
 

海
が
高
野
山
で
入
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
「
空
海
 
 

が
高
野
山
に
お
い
て
、
弥
勒
の
下
生
を
待
っ
て
生
身
の
ま
ま
入
定
し
、
現
 
 

在
に
至
っ
て
い
る
」
と
い
う
説
話
を
、
本
論
で
は
空
海
入
定
留
身
説
話
と
 
 

呼
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
空
海
人
定
留
身
説
話
は
強
い
信
仰
を
伴
い
、
現
在
で
も
高
野
山
奥
 
 

院
に
は
参
詣
者
が
絶
え
な
い
。
で
は
こ
の
説
話
は
承
和
二
年
（
八
三
五
年
）
 
 

の
空
海
死
去
後
、
す
ぐ
に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
閉
十
一
年
 
（
八
 
 

六
九
牛
）
 
に
奏
上
さ
れ
た
 
『
祝
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
三
月
二
十
〓
H
条
 
 

空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
 
 

こ
ま
、
 
 丙

爵
。
大
僧
都
伝
灯
大
法
師
位
空
海
終
二
千
紀
伊
国
禅
居
J
。
（
中
 
 

略
）
 
自
有
一
ユ
終
焉
之
志
㌔
隠
・
一
層
紀
伊
国
金
剛
峯
寺
・
。
化
去
之
時
 
 

リ
】
「
 
 

六
十
三
。
 
 

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
簡
潔
に
空
海
の
死
去
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
る
に
す
 
 

ぎ
な
い
。
空
海
死
去
か
ら
三
十
四
年
を
経
た
こ
ろ
の
文
献
に
は
、
空
海
人
 
 

定
留
身
説
話
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
説
話
は
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
 
 

か
。
本
論
の
目
的
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
 
 

先
行
研
究
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
 
 

T
エ
 
 
 

ま
ず
番
田
貞
吉
氏
の
研
究
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
番
田
氏
は
空
海
 
 

人
定
留
身
説
話
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
文
献
を
時
代
順
に
整
理
し
分
析
 
 

し
た
結
果
、
こ
の
説
話
の
形
成
時
鯛
を
十
世
紀
中
葉
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
 
 

で
あ
る
と
論
じ
る
。
や
は
り
初
期
の
研
究
と
い
う
こ
と
も
あ
り
近
年
の
研
 
 

究
と
比
較
し
て
引
用
史
料
が
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、
空
海
入
定
留
身
説
話
 
 

の
実
証
的
研
究
の
囁
矢
と
い
え
る
。
 
 

辻
 
本
 
 

弘
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T
ユ
 
 
 

ニ
の
喜
田
氏
の
研
究
の
延
長
上
に
位
置
す
る
の
が
白
井
優
子
氏
の
研
究
 
 

T
．
⊥
 
 

と
松
本
昭
氏
の
研
究
で
あ
る
。
白
井
氏
は
高
野
山
信
仰
の
中
核
が
弘
法
大
 
 

師
信
仰
で
あ
る
と
捉
え
、
こ
れ
ら
の
信
仰
が
隆
盛
す
る
中
で
十
山
世
紀
初
 
 

頭
に
空
海
人
定
留
身
説
話
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。
白
井
氏
の
研
究
は
非
 
 

常
に
詳
細
か
つ
実
証
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
 
 

時
期
を
十
一
世
紀
初
頭
と
す
る
見
解
も
結
果
的
に
本
論
と
血
致
す
る
。
た
 
 

だ
後
節
で
検
討
す
る
が
、
個
々
の
文
献
の
成
立
事
情
や
説
話
の
形
成
要
因
 
 

に
関
し
て
は
、
本
論
と
白
井
氏
の
見
解
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
ま
 
 

た
松
本
氏
は
白
井
氏
の
研
究
と
比
較
す
る
と
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
 
 

に
考
察
の
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。
形
成
要
因
の
考
察
は
白
井
氏
よ
り
も
詳
 
 

細
な
部
分
が
あ
り
本
論
も
多
く
示
唆
を
受
け
た
が
、
文
献
の
披
い
方
に
や
 
 

や
実
証
性
に
欠
け
る
所
が
あ
り
、
空
海
人
定
留
身
説
話
の
形
成
を
十
世
紀
 
 

中
葉
と
す
る
松
本
氏
の
見
解
は
本
論
と
大
き
く
相
達
す
る
。
 
 

T
い
）
 
 
 

ま
た
上
山
春
平
氏
の
研
究
に
よ
り
、
空
海
入
定
留
身
説
話
形
成
に
関
連
 
 

す
る
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
の
文
献
が
大
き
く
崩
伝
系
統
と
退
告
系
 
 

統
の
二
系
統
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
論
の
構
成
も
 
 

こ
れ
に
依
る
所
が
大
き
い
。
し
か
し
先
の
白
井
氏
や
松
本
氏
の
研
究
に
も
 
 

い
え
る
の
で
あ
る
が
、
上
山
氏
は
主
と
し
て
記
事
の
増
減
と
い
う
観
点
か
 
 

ら
文
献
を
分
類
し
て
お
り
、
各
文
献
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
本
論
は
上
山
 
 

氏
と
ほ
と
ん
ど
相
通
す
る
立
場
を
と
る
。
ま
た
本
論
は
こ
の
二
系
統
を
文
 
 

献
の
系
統
で
あ
る
と
同
時
に
空
海
死
去
伝
承
の
系
統
を
も
示
す
と
考
え
る
 
 

か
ら
、
二
系
統
の
呼
称
に
つ
い
て
新
た
に
本
論
で
は
 
『
続
日
本
後
紀
』
系
 
 

統
と
《
御
避
告
》
系
統
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

さ
ら
に
空
海
入
定
留
身
説
話
形
成
に
関
連
す
る
個
々
の
論
に
つ
い
て
は
 
 

多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
節
以
降
の
各
論
で
適
宜
参
照
し
 
 

て
ゆ
く
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
に
関
し
て
は
、
先
学
の
 
 

研
究
、
特
に
白
井
氏
の
総
合
的
な
研
究
に
よ
り
、
一
つ
の
成
果
を
み
た
と
 
 

い
え
る
。
で
は
そ
の
上
に
あ
え
て
論
を
重
ね
よ
う
と
す
る
本
論
の
立
場
は
 
 

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
ず
白
井
氏
の
研
究
以
降
も
空
海
人
定
留
身
説
話
 
 

の
形
成
に
関
連
す
る
各
分
野
の
研
究
は
確
実
に
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
の
 
 

成
果
を
白
井
氏
の
研
究
も
含
め
て
可
能
な
限
り
批
判
的
に
ま
と
め
、
も
う
 
 

一
度
文
献
を
整
理
し
直
す
べ
き
と
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
作
業
を
経
て
 
 

明
確
化
さ
れ
た
問
題
点
に
対
し
、
新
た
な
見
解
を
加
え
る
べ
き
と
も
考
え
 
 

る
。
以
上
二
つ
の
観
点
か
ら
次
節
以
降
、
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
過
 
 

程
お
よ
び
そ
の
形
成
要
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 
 

二
、
『
続
日
本
後
紀
』
系
統
の
空
海
死
去
伝
承
 
 

空
海
人
定
留
身
説
話
は
空
海
の
死
去
に
関
連
す
る
説
話
で
あ
り
、
当
然
 
 

な
が
ら
空
海
伝
な
ど
、
空
海
の
死
去
を
記
述
す
る
文
献
に
み
ら
れ
る
こ
と
 
 

が
多
い
。
そ
う
い
っ
た
文
献
の
中
で
最
も
早
い
成
立
と
考
え
ら
れ
る
の
が
 
 

『
空
海
僧
都
伝
』
 
で
あ
る
。
次
に
そ
の
中
の
空
海
死
去
の
記
述
を
引
用
す
 
 

る
。
 
 

書
目
娃
Ⅷ
ィ
 
 

承
和
元
年
五
月
晦
日
。
召
▲
諸
弟
子
等
■
語
。
生
期
今
不
レ
幾
。
汝
 
 

等
好
住
憤
】
守
仏
法
。
吾
永
帰
レ
山
。
九
月
初
自
走
二
葬
処
㌔
 
二
年
 
 

絶
却
イ
 
 

正
月
以
来
却
二
絶
水
渠
J
。
或
人
諌
レ
之
日
。
此
身
易
レ
腐
。
更
可
二
以
レ
 
 
 

提
為
一
レ
糞
。
天
厨
前
列
甘
滞
日
進
。
止
乎
止
乎
不
レ
用
人
間
味
▼
。
 
 

至
干
三
月
二
十
一
日
後
夜
▼
。
右
脇
唱
し
滅
。
諸
弟
子
等
。
一
二
者
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パ 

誹
ノ
1
 
 

悟
揺
病
一
。
依
過
教
㌔
奉
レ
欽
▼
・
東
峯
。
生
年
六
十
二
三
畢
臓
四
十
 
 
 

一
。
其
間
勅
使
手
謂
諸
帳
巽
㍉
弟
子
行
二
左
右
一
相
持
∵
賦
者
書
 
 

作
事
及
追
記
。
即
間
哀
送
。
行
状
更
不
二
二
。
亡
名
僧
述
 
承
 
 

和
二
年
十
月
二
日
 
 

こ
れ
は
先
の
 
『
続
日
本
後
紀
』
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
る
が
、
空
海
入
 
 

定
留
身
説
話
は
み
ら
れ
な
い
。
本
書
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ
の
引
用
部
分
 
 

を
含
む
『
空
海
僧
都
伝
』
全
体
で
は
空
海
の
呼
称
が
「
大
僧
都
」
「
和
上
」
 
 

「
大
師
」
の
三
種
の
み
で
あ
り
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
元
年
（
八
 
 

五
七
年
）
十
月
二
十
二
日
条
に
黄
浦
が
空
海
に
「
大
僧
正
」
を
追
贈
し
た
 
 

と
あ
る
か
ら
、
本
書
は
天
安
元
年
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
 
 

ー
 
る
。
こ
の
頃
に
は
ま
だ
、
空
海
人
定
留
身
説
話
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
 
 

た
と
い
え
る
。
 
 
 

ま
た
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
貞
観
十
一
年
 
（
八
六
九
牛
）
奏
上
の
 
 

『
純
日
本
後
紀
』
 
に
空
海
の
簡
潔
な
卒
伝
が
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
も
空
 
 

海
人
定
留
身
説
話
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
 
『
続
日
本
後
紀
』
 
の
記
述
は
ほ
 
 

ぼ
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
、
こ
れ
以
後
の
空
海
死
去
を
記
述
す
る
文
献
に
 
 

継
承
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
が
あ
る
。
奥
 
 

一
〓
こ
 
 

書
に
「
寵
平
七
年
三
月
十
日
 
員
観
専
座
主
」
と
あ
り
、
魔
平
ヒ
年
（
八
 
 

九
五
年
）
 
に
書
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
次
に
空
海
死
去
の
記
述
を
引
 
 

用
す
る
。
 
 

承
和
二
年
嬰
レ
病
隠
 
居
金
剛
峯
寺
r
。
三
年
三
月
二
十
一
日
 
 

革
ま
甥
付
予
 
 
 

ほ
と
ん
ど
『
統
日
本
後
紀
』
と
同
じ
で
あ
る
。
で
は
本
書
と
『
空
海
僧
 
 

都
伝
』
 
お
よ
び
 
『
続
日
本
後
紀
』
 
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
和
 
 

多
昭
夫
氏
に
よ
る
と
、
空
海
死
去
の
日
付
と
年
齢
に
つ
い
て
、
『
贈
大
僧
 
 

正
空
海
和
上
伝
記
』
は
承
和
三
年
六
十
三
歳
で
、
『
空
海
僧
都
伝
』
は
承
 
 

祁
二
年
六
十
二
歳
、
つ
い
で
『
続
日
本
後
紀
』
は
承
和
二
年
六
十
三
歳
と
 
 

す
る
が
、
こ
の
相
遥
は
お
そ
ら
く
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
が
『
続
 
 

日
本
後
紀
』
の
六
十
三
歳
説
を
採
用
し
、
ま
た
『
空
海
僧
都
伝
』
の
採
る
 
 

空
海
宝
亀
五
年
（
七
七
四
年
）
生
誕
説
も
捨
て
き
れ
ず
、
折
衷
案
と
し
て
 
 

｛
川
】
 
 

承
和
三
年
六
十
三
歳
と
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
ま
た
『
空
海
僧
都
伝
』
 
 

で
は
空
海
が
沙
弥
戒
を
二
十
歳
で
受
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
続
日
 
 

本
筏
紀
』
で
は
三
十
一
歳
得
度
と
あ
り
、
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
 
 

は
そ
れ
を
折
衷
す
る
よ
う
な
内
容
（
二
十
五
歳
沙
弥
戒
、
三
十
一
歳
具
足
 
 

戒
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
に
初
見
の
説
 
 

話
（
行
基
の
弟
子
の
妻
と
会
う
説
話
と
大
般
若
膵
事
品
を
空
中
書
写
す
る
 
 

説
話
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
白
井
俊
子
氏
が
、
こ
の
二
つ
の
説
話
は
 
 

へ
‖
）
 
 

九
世
紀
の
黄
吉
宗
の
布
教
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
本
 
 

書
の
成
立
年
を
考
え
る
と
、
当
時
と
し
て
は
比
較
的
新
し
い
説
話
で
あ
っ
 
 

た
と
推
測
さ
れ
る
。
以
上
の
三
点
か
ら
、
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
 
 

は
当
時
あ
っ
た
空
海
の
諸
説
話
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
文
献
と
考
え
ら
 
 

れ
、
『
空
海
僧
都
伝
』
と
『
縞
目
本
後
紀
』
を
参
照
し
た
も
の
と
推
測
さ
 
 

れ
る
ひ
た
だ
、
『
空
海
僧
都
伝
』
は
比
較
的
説
話
化
が
進
ん
で
お
り
、
『
続
 
 

日
本
後
紀
』
と
『
贈
大
僧
正
空
海
御
上
伝
記
』
と
は
や
や
異
質
の
系
統
の
 
 

文
献
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
こ
れ
以
後
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
十
世
紀
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
 
 

て
い
く
。
例
え
ば
以
下
の
文
献
が
そ
う
で
あ
る
。
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『
日
本
名
僧
伝
』
 
 

爪
卜
＝
 
 

承
和
二
年
乙
卯
春
三
月
丙
寅
終
鵬
干
紀
伊
国
禅
居
∴
時
年
六
十
二
。
 
 

『
請
賜
誼
号
衷
』
 
 

承
和
二
年
嬰
レ
病
隠
▲
居
金
剛
峯
一
。
謂
【
金
剛
峯
寺
・
足
也
。
同
三
 
 

（
‖
）
 
 
年
三
月
廿
一
日
。
和
尚
卒
去
醐
漂
」
一
 
 

『
三
宝
絵
詞
』
 
 

承
和
二
年
ノ
春
、
紀
伊
回
ノ
金
剛
山
寺
二
終
レ
リ
。
年
六
十
三
、
 
 

■
〓
】
 
 

位
大
僧
都
ナ
リ
。
 
 

『
日
本
名
僧
伝
』
は
現
在
侠
文
が
残
る
の
み
で
あ
り
、
引
用
部
分
は
『
弘
 
 

法
大
師
行
状
要
集
』
 
（
十
四
世
紀
成
立
）
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
同
 
 

書
は
『
日
本
名
憎
伝
』
を
「
居
士
野
仲
廉
延
書
十
四
年
撰
之
」
と
す
る
。
 
 

松
本
公
一
氏
は
こ
れ
を
論
拠
に
『
日
本
名
憎
伝
』
が
延
書
十
四
年
（
九
一
 
 

へ
1
5
）
 
 

四
年
）
小
野
仲
廉
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
小
山
田
和
 
 

夫
氏
に
よ
れ
ば
、
『
日
本
名
僧
伝
』
 
の
記
述
は
基
本
的
に
国
史
の
卒
伝
を
 
 

（
川
）
 
 

参
照
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
記
事
も
加
え
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
先
に
 
 

引
用
し
た
空
海
の
死
去
の
記
述
に
は
、
そ
う
い
っ
た
独
自
の
も
の
は
み
ら
 
 

れ
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
引
用
部
分
は
『
続
日
本
後
紀
』
 
の
卒
伝
を
参
照
 
 

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
 
『
請
賜
誼
号
表
』
は
延
蕃
十
八
年
（
九
 
 

一
八
午
）
字
多
法
皇
が
醍
醐
天
皇
に
「
弘
法
大
師
」
追
贈
を
要
請
し
た
文
 
 

書
で
あ
る
。
和
多
氏
に
よ
れ
ば
、
先
の
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
は
 
 

、
に
一
 
 

字
多
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
い
、
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
 
 

伝
記
』
と
『
請
賜
誼
号
表
』
が
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
 
 

へ
川
）
 
と
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
引
用
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
三
宝
絵
詞
』
 
 

は
源
為
寄
が
永
観
二
年
（
九
八
四
年
）
に
撰
述
を
終
え
た
説
話
集
で
あ
る
。
 
 

本
書
中
に
参
照
し
た
文
献
と
し
て
『
日
本
名
憎
伝
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 
 

こ
と
か
ら
、
先
の
引
用
部
分
も
『
日
本
名
憎
伝
』
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
 
 

る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
は
空
 
 

海
入
定
留
身
説
話
は
み
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
『
続
日
本
後
紀
』
か
ら
『
贈
 
 

大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
に
継
承
さ
れ
た
記
述
を
同
様
に
継
承
し
て
い
る
 
 

と
い
え
る
。
こ
こ
に
空
海
死
去
伝
承
の
一
つ
の
系
統
が
み
ら
れ
、
本
論
で
 
 

は
 
『
縞
目
本
後
紀
』
系
統
と
称
す
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
文
献
に
は
空
海
人
定
留
身
説
話
が
全
く
み
 
 

ら
れ
ず
、
形
成
の
片
鱗
さ
え
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
は
そ
も
そ
も
空
海
 
 

人
定
留
身
説
話
が
確
認
で
き
る
最
初
の
文
献
は
何
か
。
そ
れ
は
「
寛
弘
元
 
 

年
宮
符
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
に
そ
の
該
当
部
分
を
掲
げ
る
。
 
 
 

二
∴
二
 
 

大
政
官
符
紀
伊
国
司
 
 

雑
事
二
箇
条
 
 

（
柑
伸
）
（
四
睨
）
 
 
一
応
こ
寺
家
地
与
中
納
言
平
卿
所
領
庄
田
至
内
、
憶
令
【
レ
注
二
進
山
地
 
 

田
島
事
 
 

四
至
 
東
眼
大
日
本
国
堺
川
t
、
今
案
謂
二
丹
生
川
｝
 
南
限
二
阿
帝
川
 
 

南
横
峰
山
 
西
限
二
応
神
山
谷
∴
今
案
謂
二
星
川
神
勾
谷
血
 
 

北
限
二
吉
野
川
 

右
得
二
金
剛
峯
寺
去
七
月
廿
八
日
奏
上
血
偶
、
謹
検
二
案
内
∴
寺
家
 
 

、
叫
∵
 
 
本
願
弘
法
大
師
以
二
入
学
受
持
之
密
教
∴
帰
朝
流
布
之
弘
願
、
誓
而
 
 

（
鮎
）
 
 
 
投
二
三
胎
↓
可
レ
示
二
有
縁
之
地
」
者
、
愛
帰
朝
之
後
、
（
中
略
）
肇
建
二
此
 
 
 

寺
∴
 
（
中
略
）
建
二
立
伽
藍
∴
自
レ
爾
以
降
、
恵
日
留
レ
峯
、
初
開
二
 
 

密
教
之
蔵
∴
定
水
出
二
洞
一
、
長
流
二
寅
吉
之
源
∴
望
二
詣
天
裁
「
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件
山
四
至
之
内
、
永
以
領
掌
者
、
依
嘉
納
者
、
然
後
大
師
以
二
全
身
 

人
定
、
曾
不
乱
墳
、
時
弥
勒
之
出
世
∴
 
（
中
略
）
 
件
地
施
二
人
主
 
 
 

権
化
大
神
、
建
立
者
川
∴
 
（
中
略
）
 
 

（
Ⅲ
一
 
 

寛
弘
元
年
九
月
甘
五
日
 
 

傍
線
部
が
空
海
人
宜
留
身
説
話
を
示
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
文
 
 

畜
に
つ
い
て
赤
松
俊
秀
氏
は
「
金
剛
峯
寺
寺
地
と
中
納
言
平
惟
仲
所
領
石
 
 

垣
荘
と
が
、
寺
地
と
所
領
石
垣
荘
の
四
至
を
争
っ
た
の
に
対
し
て
、
紀
伊
 
 

国
司
に
対
し
て
、
両
者
所
領
内
の
山
地
・
用
爛
の
注
進
を
命
じ
た
も
の
で
 
 

一
里
一
 
 

あ
る
」
と
述
べ
る
。
な
ぜ
金
剛
峯
寺
の
寺
領
が
注
進
を
命
じ
た
官
符
に
す
 
 

で
に
記
戟
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
問
が
も
た
れ
る
が
、
こ
れ
は
引
用
部
分
に
 
 

も
あ
る
よ
う
に
、
官
符
発
行
以
前
に
高
野
山
側
か
ら
文
讃
が
奏
上
さ
れ
て
 
 

い
た
の
で
あ
り
、
傍
線
部
を
含
む
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
記
述
は
高
野
山
側
か
 
 

ら
の
奏
上
文
か
ら
の
引
用
と
考
え
ら
れ
る
〔
。
こ
の
文
書
の
詳
し
い
成
立
事
 
 

情
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
記
述
に
注
 
 

目
し
た
い
√
′
 
と
い
う
の
も
、
こ
の
記
述
か
ら
は
先
に
引
印
し
た
 
耶
滴
日
本
 
 

後
紀
』
 
系
統
の
伝
承
と
の
共
通
点
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
 
 
 

「
寵
弘
元
隼
官
符
」
 
が
 
『
統
日
本
後
紀
』
系
統
に
属
す
る
文
献
だ
と
し
て
 
 

も
、
両
は
番
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
 

で
は
、
こ
の
 
「
冤
弘
元
年
色
毎
」
は
い
か
な
る
経
撞
で
作
成
さ
れ
た
文
 
 

銃
口
な
の
か
〔
 
そ
の
間
蔑
も
含
め
て
、
次
節
で
は
『
縞
目
本
校
紀
』
系
統
と
 
 

は
別
系
統
の
伝
承
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
 

三
、
《
御
遺
告
》
系
統
の
伝
承
と
説
話
形
成
 
 

前
節
で
は
九
、
十
世
紀
を
通
じ
て
、
『
統
日
本
後
紀
』
系
統
の
簡
素
な
 
 

空
海
死
去
伝
承
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
こ
の
 
 

系
統
と
は
別
の
空
海
死
去
伝
承
が
同
時
期
に
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
 
 

察
す
る
。
そ
の
伝
承
が
主
に
《
御
避
告
》
と
称
さ
れ
る
文
献
に
み
ら
れ
る
 
 

こ
と
か
ら
、
以
下
こ
の
系
統
を
《
御
通
告
》
系
統
と
称
す
る
こ
と
と
し
、
 
 

具
体
的
に
考
察
す
る
。
 
 
 

《
御
通
告
》
と
は
、
い
わ
ば
空
海
の
遺
言
書
で
あ
る
。
一
口
に
《
御
避
 
 

告
》
と
い
っ
て
も
森
田
龍
憾
氏
に
よ
れ
ば
合
計
十
四
本
あ
り
、
諸
本
を
分
 
 

■
」
日
 
精
す
る
と
五
本
に
し
ぼ
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
五
本
の
名
称
に
つ
い
て
研
 
 

究
者
ご
と
に
相
遥
が
あ
る
た
め
、
と
り
あ
え
ず
本
論
で
は
『
定
本
弘
法
大
 
 

師
全
集
』
 
に
お
け
る
名
称
に
従
う
。
す
な
わ
ち
、
『
御
手
印
繚
起
』
、
『
太
 
 

政
官
符
案
並
遺
書
』
、
『
通
告
貪
然
天
徳
等
』
、
『
遺
書
請
弟
子
等
』
、
『
御
通
 
 

告
』
 
で
あ
る
。
た
だ
し
最
後
の
 
『
御
通
告
』
は
《
御
避
告
》
と
表
記
が
紛
 
 

ら
わ
し
い
た
め
本
論
で
は
 
『
二
十
五
箇
条
御
迫
告
』
 
と
称
し
、
全
体
の
諸
 
 

本
を
一
括
し
て
示
す
場
合
に
《
御
通
告
》
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
ど
 
 

の
《
御
迫
害
》
も
主
に
高
野
山
所
領
に
関
す
る
官
符
と
空
海
伝
で
構
成
さ
 
 

れ
て
お
り
 
（
た
だ
し
 
『
御
手
印
縁
起
』
だ
け
は
空
海
伝
を
載
せ
な
い
）
、
こ
 
 

の
空
海
伝
の
部
分
に
空
海
の
死
去
が
予
言
と
い
う
か
た
ち
で
み
ら
れ
る
″
 
 
 

で
は
次
に
《
御
通
告
》
の
空
海
死
ま
の
記
述
を
引
用
す
る
。
蒜
御
手
印
 
 

縁
起
』
に
は
空
海
伝
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
引
用
し
な
い
。
ま
た
、
『
迫
 
 

害
話
弟
子
等
』
と
『
通
告
轟
然
大
徳
等
』
は
、
『
二
十
五
箇
条
御
迫
告
』
 
 

第
一
条
と
ほ
ぼ
同
文
の
た
め
、
省
略
す
る
J
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『
二
十
五
箇
条
御
過
告
』
 
 
 

初
示
成
立
由
縁
起
第
心
 
 
 

吾
自
去
天
長
九
年
十
一
月
十
二
日
▼
。
深
厭
一
穀
味
専
好
座
禅
∴
 
 

皆
是
令
法
久
住
勝
計
。
丼
為
末
世
後
生
弟
子
門
徒
等
之
也
＝
方
今
 
 

諸
弟
子
等
諦
聴
諦
聴
。
畜
生
期
今
不
レ
幾
。
仁
等
好
住
順
守
教
法
。
 
 

吉
永
帰
し
山
。
畜
擬
人
滅
者
今
年
三
月
廿
一
日
寅
剋
。
諮
東
ヰ
等
 
 

莫
レ
為
」
悲
沌
二
∵
書
即
減
而
帰
■
信
両
部
三
宝
。
自
然
代
し
吾
被
脊
 
 

顧
。
吾
生
年
六
十
l
一
脱
四
十
二
二
章
初
思
ぃ
及
干
山
百
歳
住
レ
世
 
 

奉
レ
護
小
教
法
㌔
然
而
情
藷
弟
子
等
思
永
擬
即
世
也
。
 
 
 

可
レ
報
進
後
生
末
世
菊
子
祖
師
恩
縁
起
第
十
七
 
 
 

夫
以
東
寺
座
主
大
阿
閣
梨
耶
者
吾
末
世
後
生
弟
子
也
。
吾
滅
度
以
 
 

後
弟
子
数
千
万
之
間
長
者
也
。
錐
▲
門
徒
数
千
万
併
善
後
生
弟
子
 
 

也
。
推
し
不
レ
見
▲
祖
師
喜
顔
有
レ
心
之
者
必
聞
高
名
号
】
知
恩
徳
之
 
 

由
。
定
吉
非
レ
欲
一
白
屍
之
上
更
人
之
労
。
護
■
－
継
密
教
寿
命
可
レ
 
 

令
し
開
五
屯
単
三
藤
一
謀
也
。
吾
開
眼
之
後
必
方
往
▼
生
兜
率
陀
天
可
し
 
 

侍
一
弥
勒
慈
尊
御
前
】
。
五
十
六
億
余
之
後
必
慈
尊
御
共
下
生
砥
候
可
し
 
 

間
吾
先
跡
。
亦
且
末
レ
下
之
間
見
微
雷
管
可
し
察
信
吾
二
∵
定
時
 
 

㌫
ニ
 
 

有
レ
勤
得
レ
祐
。
不
信
之
者
不
幸
。
努
力
努
力
勿
レ
為
∵
後
疎
り
 
 

『
太
政
官
符
案
並
過
告
』
 
 
 

吾
自
二
去
天
長
九
年
十
山
月
十
二
日
・
。
深
厭
撃
墜
尊
好
座
禅
。
 
 

皆
定
為
末
世
後
生
弟
子
門
徒
等
J
也
。
方
今
諸
弟
子
等
諦
聴
諦
聴
。
 
 

畜
生
期
今
不
レ
幾
。
仁
等
好
住
順
守
教
法
。
吉
永
帰
L
山
。
吾
擬
 
 

入
滅
▼
者
明
年
三
月
廿
鵬
日
寛
恕
。
謡
東
子
莫
レ
為
感
泣
。
蠣
住
 
 

両
部
三
宝
・
。
自
然
代
レ
吾
被
「
脊
顧
一
。
吾
生
年
六
十
二
。
夏
臓
四
十
 
 

一
。
吾
初
思
及
干
一
百
歳
住
レ
世
奉
レ
守
一
教
法
。
然
而
情
】
諮
弟
 
 
 

子
等
d
。
琴
水
擬
即
世
。
（
中
略
）
後
生
弟
子
雑
レ
不
レ
見
二
言
顔
。
 
 
 

有
し
心
者
必
知
一
恩
徳
之
由
▼
。
定
吉
非
レ
欲
自
屍
之
上
更
人
之
労
㍉
 
 
 

誰
∵
継
密
教
寿
命
い
可
レ
令
レ
開
二
竜
三
草
庵
・
謀
也
。
入
定
之
後
往
一
生
 
 

兜
率
他
天
㌔
可
レ
侍
一
弥
勒
慈
尊
御
前
。
五
十
六
億
余
之
後
。
必
慈
 
 
 

尊
御
共
下
生
可
レ
間
吾
先
跡
。
亦
且
末
レ
下
之
問
罪
敵
雲
官
▼
可
レ
 
 

U
醒
n
 
 

察
▼
信
否
。
努
力
努
力
勿
レ
為
Ⅵ
後
疎
。
 
 

『
二
十
五
箇
条
御
通
告
』
 
は
《
御
通
告
》
の
中
で
唯
「
∴
空
海
の
遺
言
 
 

が
二
十
五
ケ
条
の
形
式
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
条
が
空
海
伝
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
こ
こ
で
は
空
海
の
死
去
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、
第
一
条
に
あ
 
 

る
空
海
が
死
去
を
予
告
す
る
部
分
と
、
第
十
七
条
に
あ
る
空
海
が
兜
率
往
 
 

生
を
予
告
す
る
部
分
を
引
用
し
た
。
ま
た
 
『
太
政
官
符
案
並
通
告
』
 
か
ら
 
 

は
、
空
海
が
死
去
を
予
告
す
る
部
分
を
引
用
し
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
 
 

う
に
、
『
太
政
官
符
案
並
迫
告
』
 
の
引
用
部
分
は
『
二
十
五
箇
条
御
避
告
』
 
 

で
引
用
し
た
第
一
条
と
第
十
七
条
と
内
容
的
に
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
両
方
の
《
御
避
告
》
に
空
海
の
兜
率
往
生
 
 

予
告
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
空
海
人
定
留
身
説
話
は
空
海
が
弥
勒
の
下
 
 

生
を
待
っ
て
人
定
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
、
兜
率
往
生
予
 
 

告
と
は
「
弥
勒
」
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
つ
ま
り
、
兜
率
往
生
予
告
が
 
 

み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
空
海
入
定
留
身
説
話
形
成
の
片
鱗
が
み
ら
れ
る
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
 
『
二
十
五
箇
条
御
避
告
』
 
で
は
別
条
と
し
 
 

て
根
わ
れ
て
い
る
兜
率
往
生
予
告
が
、
『
太
政
官
符
案
並
通
告
』
 
で
は
空
 
 

海
死
去
の
記
述
と
癒
着
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
『
太
政
官
符
案
並
通
告
』
 
 

の
方
が
空
海
入
定
留
身
説
話
に
近
い
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
証
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終
に
 
『
二
十
五
箇
条
御
過
告
』
 
で
は
 
「
開
眼
之
後
」
 
と
な
っ
て
い
る
記
述
 
 

が
、
『
太
政
官
符
案
並
退
告
』
 
で
は
 
「
人
定
之
後
」
 
と
な
っ
て
い
る
い
無
 
 

論
「
入
定
」
 
は
、
本
来
は
禅
定
の
意
で
問
い
ら
れ
る
。
こ
こ
も
そ
う
い
っ
 
 

た
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
空
海
死
去
の
こ
と
を
指
す
と
き
に
 
「
人
定
」
 
の
語
 
 

を
使
用
す
る
の
は
、
空
海
入
定
留
身
説
話
形
成
後
の
空
海
伝
の
常
套
手
段
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
《
御
避
告
》
に
は
、
明
確
に
空
海
人
定
留
身
説
話
を
記
さ
 
 

な
い
が
、
人
定
留
身
説
話
の
片
鱗
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
 
 

節
で
み
た
 
『
続
日
本
後
紀
』
 
系
統
の
伝
承
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 

こ
の
こ
と
は
、
空
海
人
定
留
身
説
話
が
《
御
避
告
》
系
統
の
伝
承
か
ら
形
 
 

成
さ
れ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
り
 
 
 

で
は
《
御
通
告
》
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
こ
の
間
題
に
関
 
 

し
て
は
、
高
野
山
所
領
の
問
題
と
も
深
く
関
わ
る
た
め
多
く
の
研
究
が
あ
 
 

へ
H
 
 か

。
な
か
で
も
近
年
の
成
果
と
し
て
、
武
内
草
書
氏
の
詳
紺
な
研
究
が
あ
 
 

る
。
武
内
氏
は
、
《
御
追
告
》
諸
本
の
成
立
過
程
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
 
 

ま
ず
『
太
政
官
符
案
並
避
告
』
と
 
『
避
告
轟
然
大
穂
等
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

同
様
に
 
『
避
告
謡
弟
子
等
』
 
の
各
項
目
の
最
初
と
最
後
の
文
を
繋
げ
る
と
 
 

い
う
安
易
な
方
法
で
空
海
伝
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
、
同
時
期
の
成
立
と
 
 

み
る
。
ま
た
 
『
二
十
五
箇
条
御
過
告
』
 
の
高
野
山
所
領
に
関
す
る
記
述
が
 
 

『
通
告
諸
弟
子
等
』
で
具
体
化
し
て
い
る
点
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
、
『
二
 
 

十
五
箇
条
御
過
告
』
 
か
ら
 
『
過
告
諮
弟
子
等
』
 
が
略
出
さ
れ
た
と
み
る
。
 
 

さ
ら
に
 
『
御
手
印
縁
起
』
 
は
他
の
 
《
御
避
告
》
と
は
適
っ
て
空
海
伝
を
載
 
 

せ
な
い
か
ら
、
こ
の
空
海
伝
の
欠
落
を
補
う
も
の
が
『
通
告
轟
然
大
徳
等
』
 
 

で
あ
る
と
推
察
す
る
。
武
内
氏
の
論
は
先
行
研
究
を
網
羅
的
に
踏
ま
え
た
 
 

（
告
）
 
 

も
の
で
あ
り
、
本
論
は
お
お
む
ね
こ
の
見
解
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

さ
ら
に
《
御
通
告
》
 
の
成
立
時
期
つ
い
て
赤
松
俊
秀
氏
は
、
「
寛
弘
元
 
 

年
官
符
」
 
に
書
か
れ
た
高
野
山
の
状
況
と
 
『
御
手
印
縁
起
』
 
の
高
野
山
所
 
 

領
に
関
す
る
記
述
内
容
が
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
『
御
手
印
縁
起
』
 
が
高
 
 

野
山
の
寺
領
確
保
の
目
的
で
寛
弘
元
年
 
（
〓
せ
じ
四
年
）
 
頃
に
偽
作
さ
れ
 
 

へ
雄
｝
 
 

た
と
す
る
。
「
寵
弘
元
年
宮
符
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
高
野
山
の
所
領
争
 
 

い
に
対
し
て
太
政
官
よ
り
出
さ
れ
た
文
讃
で
あ
る
。
寛
弘
元
年
は
正
暦
五
 
 

年
（
九
九
四
年
）
 
の
落
雷
に
よ
る
高
野
山
の
大
火
か
ら
の
復
興
運
動
期
に
 
 

あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、
復
興
に
か
こ
つ
け
て
侵
略
さ
れ
た
寺
領
を
高
野
山
 
 

は
再
び
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
所
 
 

領
争
い
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
じ
 
こ
こ
に
お
い
て
高
野
山
は
、
空
海
が
在
 
 

世
中
に
定
め
た
寺
領
が
明
記
さ
れ
、
そ
こ
に
空
海
の
手
印
ま
で
押
さ
れ
た
 
 

緑
起
を
偽
作
し
た
。
そ
れ
が
 
『
御
手
印
縁
起
』
 
で
あ
る
と
い
う
ノ
u
以
上
の
 
 

よ
う
な
赤
松
氏
の
見
解
は
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
、
『
御
手
印
縁
起
』
 
 

の
み
な
ら
ず
同
時
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
他
の
 
《
御
通
告
》
に
も
寺
領
 
 

強
調
の
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
《
御
避
告
》
全
体
が
寛
弘
元
年
前
後
 
 

八
r
｝
 
 

の
偽
作
で
あ
る
と
い
う
論
に
展
開
し
て
い
る
。
本
論
も
こ
の
説
に
従
い
、
 
 

《
御
過
告
轡
は
髄
弘
元
年
噴
の
成
立
と
み
て
お
く
。
 
 
 

た
だ
し
 
『
二
十
五
箇
条
御
追
告
』
 
に
つ
い
て
は
他
の
《
御
避
告
》
と
成
 
 

立
事
情
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
『
二
十
五
箇
条
御
通
 
 

告
』
 
の
写
本
に
は
、
奥
付
が
寛
弘
元
年
以
前
、
具
体
的
に
は
安
和
二
年
 
 

芯
ピ
 
 

（
九
六
九
年
）
 
の
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
白
井
 
 

優
子
氏
は
 
『
二
十
五
箇
条
御
避
告
』
第
二
十
二
条
に
高
野
山
が
東
寺
の
統
 
 

制
下
に
あ
る
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
『
廿
五
ケ
条
御
通
告
』
 
 

は
、
轟
然
の
入
寂
－
寛
平
三
年
（
八
九
こ
・
－
よ
り
以
後
、
さ
ら
に
推
測
 
 

す
る
と
、
延
宙
の
観
賢
の
こ
ろ
 
（
九
一
九
年
こ
ろ
）
 
に
、
締
述
さ
れ
た
も
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（
2
9
）
 
 

の
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。
確
か
に
 
『
二
十
五
箇
条
御
避
告
』
 
の
条
 
 

項
に
は
東
寺
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
東
寺
偏
重
の
傾
向
が
あ
る
と
い
え
 
 

る
。
『
東
寺
長
者
補
任
』
 
に
は
廷
蕃
十
九
年
九
月
十
九
日
の
こ
と
し
て
、
 
 

観
賢
が
東
寺
長
者
の
ま
ま
金
剛
翠
寺
座
主
職
に
就
き
、
そ
れ
以
後
長
者
が
 
 

座
主
を
兼
務
す
る
よ
う
に
定
め
た
と
あ
り
、
こ
の
頃
の
轟
吉
宗
の
状
況
に
 
 

『
二
十
五
箇
条
御
過
告
』
 
の
傾
向
が
合
致
す
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
 
『
二
 
 

十
五
箇
条
御
避
告
』
 
の
成
立
は
お
そ
ら
く
、
白
井
氏
の
い
う
よ
う
に
延
膏
 
 

十
九
年
 
（
九
一
九
年
）
 
填
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
《
御
遺
書
》
系
統
の
空
海
死
去
伝
承
は
、
 
 

延
裔
十
九
年
頃
に
 
『
二
十
五
箇
条
御
遺
菖
』
 
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
兜
率
往
 
 

生
が
付
随
す
る
も
の
と
な
り
、
寵
弘
元
年
頃
に
至
っ
て
 
『
太
政
官
符
案
並
 
 

通
告
』
 
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
兜
率
往
生
と
の
癒
着
を
強
め
、
か
つ
入
定
留
 
 

身
説
話
の
片
鱗
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
え
る
。
ま
た
 
「
寵
 
 

弘
元
年
官
符
」
 
は
ほ
と
ん
ど
が
高
野
山
側
の
奏
上
文
の
引
用
で
あ
り
、
こ
 
 

の
奏
上
文
は
 
《
御
通
告
》
と
同
じ
く
復
興
連
動
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
と
 
 

い
う
点
で
《
御
適
告
》
と
成
立
事
情
が
重
な
る
。
そ
し
て
そ
の
記
述
内
容
 
 

を
み
れ
ば
 
『
二
十
五
箇
条
御
避
告
』
 
以
外
の
 
《
御
通
告
》
と
の
共
通
点
が
 
 

（
制
）
 
 

多
く
見
ら
れ
る
か
ら
、
「
寛
弘
元
年
官
符
」
は
《
御
通
告
》
系
統
の
文
献
 
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
空
海
人
定
留
身
説
話
は
寛
弘
 
 

元
年
噴
、
《
御
過
告
》
系
統
の
空
海
死
去
伝
承
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
え
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
《
御
過
告
》
系
統
と
 
『
続
日
本
後
紀
』
 
系
統
 
 

と
い
う
二
つ
の
伝
承
の
交
渉
の
有
無
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
本
論
で
 
 

は
、
両
系
統
の
交
渉
は
基
本
的
に
無
か
っ
た
と
考
え
る
。
例
え
ば
《
御
迫
 
 

告
》
系
統
の
伝
承
に
延
書
十
九
年
頃
に
付
随
し
た
兜
率
往
生
予
告
が
、
十
 
 

世
紀
の
 
『
続
日
本
後
紀
』
系
統
の
文
献
に
一
切
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

総
じ
て
《
御
避
告
》
系
統
の
伝
承
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
系
統
の
伝
承
と
 
 

比
較
し
て
説
話
化
が
著
し
い
と
い
え
よ
う
。
成
立
事
情
も
《
御
過
告
》
系
 
 

統
の
文
献
は
高
野
山
関
係
の
も
の
が
多
く
、
対
し
て
 
『
続
日
本
後
紀
』
系
 
 

統
の
文
献
は
必
ず
し
も
董
言
宗
関
係
の
人
物
の
手
に
な
る
も
の
ば
か
り
で
 
 

は
な
い
。
両
系
統
の
伝
承
は
ば
ぽ
平
行
す
る
か
た
ち
で
継
承
さ
れ
て
い
た
 
 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
前
節
で
触
れ
た
 
『
贈
大
僧
正
空
 
 

海
和
上
伝
記
』
 
に
初
見
の
二
つ
の
説
話
が
、
同
様
の
記
述
で
 
『
二
十
五
箇
 
 

条
御
遵
菖
』
以
外
の
《
御
通
告
》
に
み
ら
れ
る
な
ど
、
両
系
統
の
交
渉
を
 
 

推
測
さ
せ
る
共
通
点
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
立
証
す
る
根
拠
は
今
の
と
 
 

こ
ろ
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 
 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
空
海
人
定
留
身
説
話
は
主
と
し
て
 
 

《
御
避
告
》
系
統
の
伝
承
か
ら
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
は
そ
 
 

の
形
成
さ
れ
る
要
因
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
次
節
で
 
 

検
討
し
た
い
。
 
 

四
、
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
要
因
 
 

ま
ず
空
海
人
定
留
身
説
話
形
成
の
大
き
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
 
 

は
、
高
野
山
の
復
興
運
動
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
説
話
形
成
 
 

の
過
程
が
み
ら
れ
る
《
御
通
告
》
系
統
の
文
献
の
ほ
と
ん
ど
が
復
興
運
動
 
 

に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
 
『
政
事
要
略
』
 
（
十
一
世
紀
初
頭
の
 
 

成
立
）
 
に
は
、
寛
弘
四
年
二
（
〕
〇
七
年
）
 
に
河
内
守
と
し
て
赴
任
し
て
 
 

い
た
惟
宗
允
寛
が
、
そ
こ
で
幡
歴
と
い
う
僧
侶
か
ら
「
大
師
入
滅
之
後
。
 
 

r
3
1
）
 
 

其
身
不
、
乱
壊
・
。
猶
在
二
高
野
膚
。
」
 
と
聞
い
た
と
あ
る
。
白
井
優
子
氏
に
 
 

18   



よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
幡
慶
は
寅
吉
憎
で
、
高
野
山
の
復
興
勧
進
の
た
め
に
 
 

∴
÷
 
 

惟
宗
允
蒐
を
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
空
海
人
定
留
身
説
 
 

話
が
復
興
勧
進
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
形
跡
す
ら
み
ら
れ
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
復
興
運
動
に
伴
っ
て
空
海
入
定
留
身
説
話
が
形
成
さ
れ
て
 
 

い
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
文
献
が
あ
る
。
そ
れ
が
次
の
 
『
金
剛
筆
書
建
 
 

立
修
行
縁
起
』
 
で
あ
る
。
以
下
に
空
海
死
去
の
部
分
を
引
用
す
る
。
 
 

承
和
二
年
三
月
十
五
日
又
云
。
吾
擬
｝
人
定
山
釆
廿
一
日
賓
魁
。
自
 
 

今
以
後
不
レ
用
、
人
食
」
。
仁
等
英
二
悲
泣
t
。
又
勿
レ
著
二
寮
服
。
吾
人
 
 

建
之
間
。
牲
二
知
足
天
1
而
参
二
仕
慈
尊
御
前
・
。
五
十
六
偲
余
之
後
。
 
 

慈
尊
下
生
之
時
。
必
随
従
而
可
レ
見
吾
旧
跡
【
。
比
婆
勿
等
閑
。
 
 
 

顕
者
丹
生
山
王
所
領
。
勧
請
官
符
大
神
所
－
属
託
【
也
。
冥
者
古
仏
旧
 
 

基
。
刀
口
▼
集
両
部
諸
尊
一
所
∴
安
置
也
。
見
レ
跡
必
知
J
其
林
威
。
聞
ト
 
 

音
則
弁
叫
彼
慈
尊
、
者
也
。
吾
末
世
資
千
万
親
雄
レ
不
レ
知
高
顔
。
見
 
 
 

一
門
長
者
及
此
峯
寄
宿
者
。
必
可
レ
察
三
貴
意
㌔
書
法
擾
二
嘩
遅
・
剋
。
 
 

吾
必
交
一
、
摘
徒
禅
僧
之
中
興
－
此
法
山
。
非
－
我
執
甚
一
。
弘
法
計
耳
。
 
 

則
承
和
二
年
乙
卯
三
月
廿
一
日
寮
時
。
結
蜘
鉄
坐
野
太
日
定
印
一
。
 
 

奄
然
人
定
。
兼
日
十
日
四
時
行
法
。
其
間
御
弟
子
等
共
。
偶
？
弥
勒
 
 
 

宝
号
。
唯
以
＝
覿
し
目
無
言
語
為
．
丸
剋
－
。
自
余
如
一
生
身
。
干
 
 

時
生
年
六
十
二
。
要
職
四
十
一
。
 
 

稚
レ
然
細
”
世
人
不
喪
送
一
。
而
厳
然
安
置
。
則
准
▼
世
法
及
一
七
 
 

七
御
忌
・
。
御
弟
子
等
併
以
拝
見
。
顔
色
不
レ
衰
馨
髪
蜃
長
。
因
レ
之
 
 
 

加
二
剃
除
整
二
衣
裳
∵
∪
畳
〓
有
塘
例
人
可
出
入
之
許
。
其
上
仰
 

石
匠
棚
筆
立
輪
卒
都
婆
㌔
入
二
種
種
梵
本
悔
羅
尼
。
其
上
更
亦
建
 
 

㌫
ど
 
 

立
宝
塔
。
安
▼
置
仏
舎
利
。
其
塞
二
向
轟
然
僧
正
所
レ
営
也
。
 
 

内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
空
海
が
兜
率
往
生
信
仰
を
告
白
し
、
そ
の
後
人
 
 

定
し
、
そ
の
身
体
は
生
き
る
が
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
 
「
寛
 
 

弘
元
年
宮
符
」
よ
り
具
体
的
な
記
述
の
空
海
人
定
留
身
説
話
と
い
え
よ
 
 

う
、
し
 
 
 

『
金
剛
輩
寺
建
立
修
行
縁
起
』
は
、
そ
の
奥
書
に
「
康
保
五
年
戊
辰
六
 
 

へ
封
）
 
 

月
十
四
日
 
隠
士
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
本
線
起
は
康
保
五
年
（
九
六
八
年
）
 
 

成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
隠
士
」
を
「
仁
海
」
と
す
る
諸
本
も
あ
り
、
 
 

仁
海
が
当
時
十
八
歳
と
若
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
作
者
不
詳
と
い
っ
て
よ
 
 

く
、
康
保
五
年
の
記
述
も
一
応
疑
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
 
 

】
槻
『
 
 

か
ら
本
線
起
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
容
易
に
定
ま
ら
な
い
の
が
 
 

現
状
で
あ
る
。
本
論
で
は
先
学
の
言
及
を
承
け
つ
つ
、
一
つ
の
試
論
を
以
 
 

下
に
示
し
て
お
く
。
本
縁
起
に
は
空
海
が
帰
朝
後
、
蕾
内
で
様
々
な
霊
験
 
 

を
現
す
部
分
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
天
王
寺
西
門
修
▲
自
想
観
㌔
出
家
首
 
 

（
≠
）
 
 

上
現
一
宝
冠
二
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
四
天
王
寺
の
西
門
で
日
想
観
を
 
 

行
う
と
い
う
信
仰
は
、
寛
弘
四
年
二
∩
凸
七
年
）
 
に
四
天
王
寺
で
 
『
四
 
 

天
王
寺
御
手
印
緑
起
』
 
が
偽
作
さ
れ
て
以
来
、
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
康
保
五
年
当
時
盛
ん
だ
っ
た
信
仰
と
は
考
え
に
く
 
 

い
。
こ
の
引
用
部
分
が
後
世
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
本
 
 

線
起
成
立
の
上
限
は
寵
弘
四
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
明
確
な
根
拠
は
 
 

な
い
が
本
線
起
の
作
成
費
固
と
し
て
、
正
暦
の
大
火
で
既
存
の
縁
起
が
焼
 
 

失
し
新
た
に
縁
起
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
 
 

れ
る
か
ら
、
本
線
起
は
正
暦
五
年
か
ら
そ
う
遠
く
経
な
い
時
期
、
結
論
を
 
 

ロ
馳
円
 
 

い
え
ば
寛
弘
四
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
と
考
え
計
。
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と
こ
ろ
で
こ
の
 
『
金
剛
筆
書
建
立
修
行
縁
起
』
 
の
引
用
部
と
酷
似
す
る
 
 

記
述
が
、
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
年
）
成
立
の
 
『
弘
法
大
師
伝
』
 
に
み
ら
 
 

れ
る
。
次
に
そ
の
記
述
を
引
用
す
る
。
 
 

従
レ
彼
以
後
。
深
厭
■
穀
味
叫
専
好
」
座
禅
「
。
語
t
－
諸
御
弟
子
等
日
、
〕
 
 
 

吾
有
如
世
之
思
一
。
逮
擬
刃
楓
J
明
隼
二
月
中
也
。
仇
以
二
此
金
剛
翠
 
 

寺
付
血
真
然
大
徳
－
棚
憲
胃
初
思
。
及
J
干
一
百
歳
一
住
レ
博
識
一
指
教
法
。
 
 
 

然
雨
情
一
諸
弟
子
等
一
連
永
擬
如
世
一
也
。
弟
子
等
専
莫
憩
泣
。
足
 
 

亦
定
理
也
者
。
 
 

如
レ
言
同
承
和
三
年
内
辰
三
月
廿
一
日
寅
勉
。
結
蜘
鉄
坐
。
作
大
 
 
 

日
如
来
定
印
。
奄
然
刃
剋
。
先
レ
至
レ
期
兼
十
日
四
時
供
養
之
時
。
 
 

以
諸
弟
子
等
【
。
共
念
弥
勒
宝
号
㍉
唯
以
こ
閉
レ
目
止
レ
息
無
去
皇
軍
 
 
 

串
刃
鱒
也
。
自
余
宛
如
生
身
■
専
無
差
別
。
干
し
時
生
年
六
十
 
 

三
。
要
職
四
十
一
也
。
 
 

及
一
七
七
忌
一
。
諸
弟
子
等
臨
見
。
顔
色
不
レ
衷
撃
髪
更
生
。
因
レ
之
 
 
 

加
■
剃
除
一
整
表
装
㌔
盟
右
壇
一
為
身
基
㌔
其
上
立
∴
率
兜
婆
一
本
。
 
 

人
一
種
穫
梵
本
大
悲
毘
等
・
。
其
上
建
二
立
小
宝
塔
」
安
置
舎
利
。
其
 
 

ノl  

（
諏
）
 
 

専
一
向
其
然
僧
正
所
レ
営
也
。
 
 

右
の
内
容
は
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
 
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
じ
に
み
 
 

え
る
が
、
「
入
定
」
 
の
語
は
一
度
し
か
使
用
さ
れ
ず
、
あ
と
は
「
入
滅
」
 
 

「
入
寂
」
と
し
、
空
海
の
死
去
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
 
『
金
剛
峯
寺
建
立
 
 

修
行
縁
起
』
 
に
み
ら
れ
た
兜
率
往
生
予
告
の
こ
と
も
無
い
。
こ
れ
ら
の
点
 
 

に
お
い
て
本
書
の
内
容
は
空
海
人
定
留
身
説
話
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
 
 

ず
、
む
し
ろ
往
生
の
奇
瑞
と
し
て
の
死
体
不
壊
説
話
に
近
い
説
話
と
い
え
 
 

ふ
禁
 
 

る
。
本
譜
は
末
尾
に
「
僅
拾
二
三
教
指
帰
。
二
教
諭
。
請
来
之
表
。
追
告
 
 

之
文
。
貞
親
和
尚
記
。
禅
林
僧
正
伝
上
と
、
参
照
し
た
文
書
を
挙
げ
て
 
 

い
る
。
本
書
の
作
成
者
で
あ
る
滴
寿
は
諸
説
あ
る
空
海
伝
を
ま
と
め
よ
う
 
 

と
し
た
が
、
そ
の
中
に
こ
の
よ
う
な
説
話
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
 
 

こ
の
死
体
不
壊
説
話
と
お
ぽ
し
き
説
話
を
、
記
述
の
簡
単
な
改
変
に
よ
っ
 
 

て
空
海
入
定
留
身
説
話
に
変
貌
さ
せ
た
の
が
『
金
剛
輩
寺
建
立
修
行
縁
起
』
 
 

で
あ
る
と
考
え
る
。
本
論
は
 
『
弘
法
大
師
伝
』
 
と
 
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
 
 

縁
起
』
と
の
間
に
引
用
関
係
が
あ
っ
た
と
推
察
す
る
が
、
白
井
氏
は
共
通
 
 

（
鼎
）
 
 

の
素
材
か
ら
の
引
用
を
想
定
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
考
察
か
ら
、
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
 
は
復
興
運
動
に
際
 
 

し
て
作
成
さ
れ
た
文
讃
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
記
述
の
簡
単
な
改
変
に
よ
 
 

る
空
海
人
定
留
身
説
話
形
成
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
 
 

た
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
空
海
人
定
留
身
説
話
が
み
ら
れ
る
最
初
の
文
献
 
 

は
、
復
興
運
動
の
韓
中
に
発
生
し
た
所
領
争
い
に
際
し
て
発
行
さ
れ
た
 
 

「
寵
弘
元
年
官
符
」
 
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
文
責
の
記
述
の
ほ
と
ん
ど
 
 

は
高
野
山
側
か
ら
の
奏
上
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
 
 

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
空
海
入
定
留
身
説
話
は
高
野
山
復
興
運
動
と
不
可
分
 
 

の
関
係
に
あ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
 
 
 

ま
た
、
他
の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
浄
土
信
仰
が
 
 

影
響
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
先
に
 
『
弘
法
大
師
伝
』
 
の
引
用
部
は
 
 

死
体
不
壊
説
話
に
似
て
い
る
と
述
べ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
説
話
は
人
定
留
 
 

身
説
話
形
成
の
過
渡
期
に
位
置
し
、
そ
の
形
成
過
程
に
死
体
不
壊
説
話
の
 
 

影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。
死
体
不
壊
は
往
生
の
奇
瑞
で
あ
 
 

る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
浄
土
信
仰
の
産
物
で
あ
る
。
浄
土
信
仰
は
 
『
往
生
 
 

要
集
』
や
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
が
十
世
紀
後
半
に
撰
述
さ
れ
る
な
ど
、
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平
安
中
期
以
降
に
隆
盛
し
た
じ
松
本
昭
氏
は
十
世
紀
を
通
じ
て
、
石
山
寺
 
 

等
を
介
し
て
法
準
経
信
仰
が
高
野
山
に
流
人
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
論
じ
 
 

m
）
 
 

て
お
り
、
こ
の
動
向
が
空
海
人
定
留
身
説
話
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
こ
 
 

と
は
十
分
に
考
え
う
る
。
 
 
 

さ
ら
に
聖
徳
太
子
信
仰
と
の
関
係
も
注
目
さ
れ
る
。
中
前
正
志
氏
に
よ
 
 

れ
ば
聖
徳
太
子
に
は
P
解
説
話
か
ら
生
じ
た
現
身
往
生
説
話
が
付
随
し
た
 
 

〓
）
 
 り

、
さ
ら
に
留
身
説
話
を
伝
え
る
文
献
も
あ
り
 
（
『
顕
轟
得
業
口
決
抄
』
 
 

天
産
二
年
九
月
粂
な
ど
）
、
聖
徳
太
子
に
は
何
ら
か
の
形
で
死
去
後
、
現
 
 

世
に
近
い
位
置
を
保
つ
説
話
が
多
い
〕
 
こ
れ
ら
の
こ
と
や
、
聖
徳
太
子
信
 
 

仰
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
る
四
天
王
寺
の
復
興
時
期
や
 
『
御
手
印
縁
起
』
 
 

偽
作
と
い
う
方
法
が
、
高
野
山
の
復
興
運
動
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
こ
と
 
 

か
ら
、
空
海
入
定
留
身
説
話
形
成
と
聖
徳
太
子
信
仰
の
間
に
何
ら
か
の
関
 
 

係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
し
う
る
ハ
リ
 
聖
徳
太
子
信
仰
は
法
華
経
信
仰
を
 
 

し
ば
し
ば
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
想
像
を
逢
し
く
す
れ
ば
先
述
し
た
 
 

法
華
経
信
仰
の
流
人
は
同
時
に
聖
徳
太
子
信
仰
を
も
高
野
山
に
も
た
ら
し
 
 

た
と
推
測
で
き
る
。
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
 
に
四
天
王
寺
信
仰
が
 
 

記
さ
れ
て
い
る
理
由
も
、
こ
れ
な
ら
ば
理
解
で
き
る
〕
 
こ
の
よ
う
に
考
え
 
 

る
と
、
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
基
舶
皿
は
、
従
来
の
先
行
研
究
が
想
定
 
 

し
て
い
た
重
言
完
と
い
う
枠
組
み
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
 
 

察
さ
れ
る
 

本
来
な
ら
こ
れ
ら
の
要
図
∴
慢
興
運
動
、
浄
土
信
仰
、
聖
徳
太
子
信
仰
）
 
 

に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
述
す
べ
き
で
あ
る
が
、
想
定
さ
れ
る
分
量
か
ら
し
て
 
 

別
稿
で
論
ず
べ
き
内
容
と
考
え
る
か
ら
、
本
稿
で
は
空
海
入
定
留
身
説
話
 
 

の
形
成
過
程
を
文
献
的
に
考
察
す
る
に
と
ど
め
、
説
話
形
成
の
安
国
の
詳
 
 

細
に
つ
い
て
は
ま
た
論
を
あ
ら
た
め
た
い
 

M
注
】
 
 

（
1
）
 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
梁
塵
秘
抄
 
閑
吟
集
 
狂
言
歌
謡
誓
胃
披
講
戻
 
一
九
 
 

九
三
年
 
六
八
貢
 
二
三
四
番
歌
 
 

（
2
）
 
新
訂
増
補
国
史
大
系
長
日
本
後
紀
 
親
日
本
後
紀
 
日
本
文
徳
天
皇
実
録
誓
吉
川
 
 

弘
文
鉱
一
九
六
六
年
 
「
統
日
本
校
紀
」
二
八
負
か
ら
三
九
頁
 
 

（
3
）
 
「
弘
法
大
師
の
人
定
説
に
つ
い
て
」
『
史
林
慧
粥
五
番
第
二
号
 
↓
九
二
〇
年
四
日
、
 
 

「
弘
法
大
師
入
定
説
完
成
の
時
代
」
 
『
歴
史
地
理
』
第
三
六
巻
第
四
号
一
九
二
 
 

C
年
十
月
、
「
加
藤
師
の
 
「
高
祖
の
御
人
定
に
就
て
」
を
読
む
」
 
『
六
大
新
報
』
第
 
 

九
閤
二
号
 
山
九
二
一
年
十
二
月
 
 

（
4
）
 
完
工
淘
伝
説
の
形
成
と
高
野
山
一
入
産
伝
説
の
形
成
と
高
野
山
納
骨
の
発
生
…
』
 
 

同
成
社
 
血
九
八
六
年
 
 

（
5
）
 
『
弘
法
大
師
入
定
説
話
の
研
究
』
 
六
興
出
版
 
山
九
八
二
年
 
 

（
6
）
 
完
工
海
』
朝
日
新
聞
社
一
九
八
一
牛
 
 

丁
一
）
 
長
谷
宝
萄
摘
『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
冊
巻
 
ビ
タ
カ
 
山
九
三
五
年
初
版
 
 

九
七
七
年
復
刻
 
三
一
貫
か
ら
三
二
貢
 
訓
は
省
略
し
た
 

（
′
火
エ
「
弘
法
大
師
」
追
贈
が
延
啓
二
十
一
年
（
九
二
…
牛
）
で
あ
る
か
ら
、
「
大
師
」
の
 
 

呼
称
の
使
用
に
疑
問
が
残
る
．
こ
れ
に
つ
い
て
白
井
優
子
氏
は
、
弘
仁
十
三
牛
 
 

（
八
二
二
年
）
 
頃
成
立
の
 
『
叡
山
大
師
伝
』
 
に
も
「
大
師
」
 
の
用
例
が
あ
り
、
 
 

「
『
僧
都
伝
』
 
は
、
自
観
八
牛
 
へ
八
六
六
）
 
伝
教
大
師
、
濾
号
を
初
例
と
す
る
大
 
 

師
号
の
以
前
、
九
世
紀
前
半
の
風
を
も
つ
伝
記
で
あ
ろ
う
か
」
 
（
注
4
前
掲
詔
臼
 
 

山
九
自
）
 
と
述
べ
る
 

（
9
）
 
注
7
前
掲
書
 
三
八
白
 
訓
は
省
略
し
た
1
以
下
同
書
の
引
用
同
じ
し
奥
書
中
の
 
 

「
員
観
寺
庄
主
」
が
誰
な
の
か
は
定
か
で
な
い
。
こ
の
墳
員
観
寺
座
主
を
病
め
た
 
 

者
と
し
て
は
聖
宝
・
恵
宿
が
い
る
が
、
座
主
と
し
て
の
補
任
欄
間
が
定
か
で
な
い
 
 

た
め
、
寛
平
七
牛
当
時
の
座
主
が
誰
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
 

（
1
0
）
 
「
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
」
解
題
『
群
書
解
題
』
第
二
巻
 
紙
群
畜
類
従
完
成
 
 

会
絹
・
発
行
 
血
九
六
一
年
初
版
 
山
九
七
六
年
再
版
一
九
八
貫
か
ら
二
〔
 

貢
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（
1
9
）
 
 

（
却
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
叩
ニ
 
 

（
2
3
）
 
 

（
2
4
）
 
 

注
4
前
掲
讃
 
四
二
貝
か
ら
八
九
頁
 
 

注
7
前
掲
讃
 
三
九
頁
 
以
下
同
書
の
引
用
同
じ
。
 
 

注
7
前
掲
書
 
訓
は
省
略
し
た
∪
 
四
二
貝
 
 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
三
宝
絵
 
注
好
選
』
岩
波
書
店
一
九
九
七
矩
・
〓
ハ
 
 

八
頁
 
 

「
小
野
仲
廉
撰
『
日
本
名
僧
伝
』
（
覚
書
）
」
『
国
書
逸
文
研
究
』
第
二
ヒ
軍
 
閥
書
 
 

逸
文
研
究
会
 
山
九
九
四
年
十
月
 
同
氏
も
述
べ
る
ご
と
く
、
本
書
の
成
立
に
関
 
 

す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
無
い
が
、
後
述
す
る
冒
山
笠
絵
詞
』
へ
の
引
用
が
認
め
ら
 
 

れ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
 
 

「
『
日
本
名
憎
伝
』
」
『
鴎
讃
逸
文
研
究
』
第
三
∩
憂
 
国
書
逸
文
研
究
会
 
両
九
九
 
 

七
年
十
月
 
 

注
1
0
前
掲
解
題
 
 

役
行
者
条
に
「
居
士
小
野
仲
広
ガ
撰
日
本
国
ノ
名
僧
伝
」
 
（
注
1
4
前
掲
讃
 
九
二
 
 

頁
）
、
行
基
菩
薩
姦
に
「
居
士
小
野
仲
広
撰
日
本
国
名
僧
伝
」
 
（
同
讃
 
九
六
頁
）
 
 

と
あ
る
。
書
名
と
撰
者
名
が
や
や
通
説
と
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
同
讃
を
示
す
と
 
 

し
て
お
く
。
 
 

竹
内
理
三
綿
『
平
安
遺
文
 
古
文
書
絹
』
第
二
巻
 
東
京
堂
出
版
一
九
七
四
年
 
 
 

五
六
二
貝
か
ら
五
六
三
頁
 
返
り
点
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
 
 

「
高
野
山
御
手
印
縁
起
に
つ
い
て
」
『
絨
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
平
楽
奇
習
店
一
九
 
 

六
六
年
 
四
八
七
貢
 
 

「
御
迫
告
及
び
御
手
印
縁
起
の
研
究
（
上
編
）
」
 
『
密
教
研
究
』
第
七
五
口
琴
一
九
 
 

四
〇
年
十
二
月
 
 

『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
ヒ
巻
 
密
教
文
化
研
究
所
1
一
九
九
二
隼
 
三
五
六
 
 

頁
、
三
六
四
頁
か
ら
三
六
五
貫
 
訓
は
省
略
し
た
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
 
 

注
2
2
前
掲
苔
 
三
四
閤
頁
か
ら
三
四
五
頁
 
訓
は
省
略
し
た
。
傍
線
は
筆
者
に
 
 

よ
る
。
 
 

「
御
通
告
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
三
番
第
二
号
 
 

一
九
九
五
年
三
月
、
「
御
幸
印
縁
起
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」
『
密
教
学
研
究
誓
一
 
 

ヒ
号
一
九
九
五
年
三
月
、
「
御
遺
告
の
成
立
過
程
－
附
・
御
遺
菖
項
目
対
照
表
 
 

1
・
2
」
 
『
密
教
学
会
報
』
第
三
五
号
一
九
九
六
年
三
月
 
 

云
）
最
後
の
見
解
に
関
し
て
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
い
。
『
御
手
印
縁
起
』
を
み
る
と
、
 
 

「
事
情
注
遺
菖
文
」
や
「
具
註
丹
生
氏
天
平
十
二
年
庸
文
並
祝
相
伝
祭
文
l
。
」
 
 

（
注
仰
望
別
掲
苔
 
三
三
ヒ
貫
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
御
手
印
 
 

緑
起
』
は
「
遺
菖
」
を
載
せ
る
何
か
と
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
、
ま
た
 
 

「
祝
相
伝
祭
文
」
を
戟
せ
る
《
御
通
告
》
は
『
太
政
官
符
案
並
通
告
』
の
み
で
あ
 
 

る
か
ら
『
御
手
印
縁
起
』
は
彗
太
政
官
符
案
並
避
告
』
と
〓
只
の
略
出
本
で
あ
る
 
 

と
本
論
は
考
え
る
。
な
お
小
山
鍋
憩
氏
は
や
や
別
の
観
点
か
ら
、
本
論
と
同
様
の
 
 

見
解
を
述
べ
て
い
る
 
（
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
の
成
立
」
安
藤
精
鵬
先
生
退
官
記
 
 

念
会
締
・
発
行
『
和
歌
山
地
方
史
の
研
究
』
 
山
九
八
七
年
）
。
 
 

（
2
6
）
 
注
加
0
前
掲
論
文
 
 

（
2
7
）
 
和
多
昭
夫
氏
（
「
高
野
山
と
丹
生
杜
に
つ
い
て
」
『
密
教
文
化
』
第
七
三
号
一
九
 
 

六
五
年
六
月
）
、
白
井
優
子
氏
（
注
4
前
掲
讃
）
、
上
山
番
平
氏
（
注
6
前
掲
酉
）
、
 
 

武
内
孝
背
氏
（
注
2
4
前
掲
論
文
）
 
な
ど
。
た
だ
し
小
山
踊
憲
氏
（
注
2
5
前
掲
論
 
 

文
）
は
「
光
弘
元
年
官
符
」
の
史
料
価
値
を
疑
問
視
し
て
お
り
、
別
の
観
点
か
ら
 
 

成
立
を
十
一
世
紀
末
と
す
る
。
 
 

（
空
注
2
2
前
掲
蕾
 
四
八
八
買
 
取
書
の
写
寅
の
み
残
る
棲
五
十
郡
民
旧
蔵
の
一
本
 
 

で
あ
る
。
 
 

（
2
9
）
注
4
前
掲
歯
 
二
二
員
 
同
様
の
見
解
を
松
本
昭
氏
（
注
5
前
掲
讃
）
も
述
べ
て
 
 

い
る
。
た
だ
し
松
本
氏
は
熟
御
迫
告
V
全
体
を
東
寺
中
心
主
義
の
産
物
と
み
る
。
 
 

（
空
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
赤
松
俊
秀
氏
（
注
2
0
前
掲
論
文
）
や
武
内
孝
沓
氏
 
 

（
注
封
前
掲
論
文
）
が
、
四
至
表
現
の
類
似
、
押
妨
の
他
の
一
致
な
ど
を
指
摘
し
 
 

て
い
る
。
 
 

（
3
1
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
政
事
要
略
 
前
編
』
吉
川
弘
文
館
 
血
九
七
四
年
六
頁
 
 

な
お
、
引
用
部
分
に
「
入
滅
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
意
 
 

の
成
立
時
期
が
空
海
入
定
留
身
説
話
が
不
安
定
に
継
承
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
 
 

る
た
め
、
「
人
定
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
3
2
）
 
注
4
前
掲
讃
＋
血
二
二
百
 
 

（
3
3
）
武
内
孝
啓
「
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
の
研
究
－
〓
∵
本
文
校
訂
－
」
 
 

『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
二
号
一
九
九
八
年
 
四
六
貫
か
 
 

ら
四
七
頁
 
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
訓
は
省
略
し
、
返
り
点
は
原
文
の
も
の
を
改
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め
た
。
 
 

注
3
3
前
掲
論
文
 
四
九
頁
 
 

靡
保
五
年
説
（
松
本
昭
 
注
5
前
掲
書
）
、
十
世
紀
末
説
（
白
井
俊
子
 
注
4
前
 
 

掲
蕾
）
、
十
二
世
妃
初
頭
説
（
阿
部
泰
郎
『
中
世
高
野
山
縁
起
の
研
究
』
元
興
寺
 
 

文
化
財
研
究
所
一
九
八
三
牛
）
 
な
ど
が
あ
る
。
 
 

注
3
3
前
掲
論
文
 
四
二
見
 
訓
は
省
略
し
、
返
り
点
は
原
文
の
も
の
を
改
め
た
。
 
 

武
内
孝
尊
氏
は
、
本
讃
の
成
立
を
論
じ
る
際
に
空
海
伝
を
中
核
と
す
る
い
わ
ゆ
る
 
 

「
狭
義
の
修
行
縁
起
」
の
み
に
注
目
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
る
（
「
彗
金
剛
聾
 
 

寺
建
立
修
行
縁
起
』
覚
書
」
山
崎
泰
廣
教
授
古
輔
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
こ
密
教
 
 

と
諸
文
化
の
交
流
』
永
田
文
昌
堂
一
九
九
八
年
）
。
本
論
の
見
離
は
必
ず
し
も
 
 

榊
氏
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
二
視
点
と
し
て
招
 
 

示
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
▼
。
 
 

注
7
前
掲
讃
 
六
七
貢
 
訓
は
省
略
し
た
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
む
以
下
同
封
日
の
 
 

引
用
同
じ
。
 
 

注
4
前
掲
諾
 
二
八
貝
 
 

柱
5
前
掲
書
 
三
一
一
八
白
か
ら
二
ム
二
貝
 
 

「
太
子
の
屍
－
『
本
朝
神
仙
伝
』
と
往
生
伝
1
」
『
図
譜
国
文
』
第
五
ヒ
巻
第
∵
 

号
 
巾
九
八
八
年
十
月
 
 

（
つ
じ
も
と
 
ひ
ろ
し
 
早
稲
田
高
等
学
校
教
諭
）
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